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第１章 総  則 

 

第１条 ［目的］ 

この就業規則（以下「規則」という）は、スタイルファクトリー株式会社（以

下「会社」という）の派遣従業員の服務および勤務条件に関する事項を定めた

ものである。 

     2、 本規則に定めのない事項については、労働基準法、労働者派遣法、労働安全

衛生法その他の諸法令にところによる。 

 

第２条 ［適用の範囲］ 

この規則は派遣従業員に適用する。派遣従業員とは会社に派遣スタッフと

して登録の上、雇用されている労働者で、派遣先の指揮命令を受けて派遣先の

ために従事するものをいう。 

 

第３条 ［規則遵守の義務］ 

会社と派遣従業員は、ともに本規則を守り、協力して業務の遂行にあたる事と

する。 

 

第２章 登録・採用・労働契約 

 

第４条 ［登録時の提出書類］ 

仕事を希望する者は次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が提

出を要しないと認めた場合については、この限りではない。 

（1） 会社指定の登録シート 

（2） 日雇派遣の例外に関する確認・誓約書（該当者のみ） 

（3） 身分証明書コピー（運転免許証・保険証等） 

（4） 職務経歴書（業務習熟度の確認を必要とする業務に就業する者のみ） 

（5） その他会社において必要と認める書類 

 

第５条 ［採用］ 

会社は、派遣スタッフとして登録されている者の中から、就業を希望する者

を面談のうえ、双方合意した場合、派遣従業員として採用する。 

 

 第６条  [社会保険等の資格取得手続き]         

       次の各号の何れにも該当する派遣従業員は、健康保険・厚生年金に加入しな 

ければならない 

（1）  1週間の所定労働時間が 20時間以上の者 

（2）  1ケ月の所定労働日数が 15日以上の者 

（3）  2ケ月を超える雇用契約期間、または契約更新により雇用期間が 

就業当初から通算して 2カ月を超える者 
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第７条 ［採用時の手続き］ 

派遣スタッフとして採用された者は、速やかに次の書類を提出すること。 

（1）  署名捺印した、雇用契約書(兼)就業条件明示書 

（2）  入社誓約書 

（3）  扶養控除申告書 

（4）  入社前に給与所得があった者は、その年の源泉徴収票 

（5）  基礎年金番号通知書、年金手帳 

（6）  雇用保険被保険者証 

（7）  住民票記載事項証明書 

（8）  通勤方法および現住所の略図 

（9）  給与口座振込依頼書（振込希望者のみ） 

（10） 個人番号（マイナンバー）の通知カード原本と運転免許証など個人番号   

法施行規則に定める身元確認書類の原本、または個人番号カードの原本

（会社で写しを取り、原本は返却する） 

（11） その他、会社において必要と認める書類 

 

第８条 ［身上異動］ 

派遣従業員は、会社に提出した書類の内容に変更が生じた場合は、速やかに

会社に届け出ること。 

 

第９条 ［雇用契約］ 

       会社と派遣先との契約に基づき、雇用契約書(兼)就業条件明示書で定める。 

      また、その就業条件の明示内容に関しては「労働者派遣事業の適正な運営の 

確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（以下、「派遣法」とい 

う）」に準ずる。 

       

     2、  会社は、次の基準に基づき必要と判断した場合に、派遣従業員の同意を得て

契約更新することができる。 

     (1)  派遣先との契約更新の有無 

     (2)  派遣業務の内容または契約の条件変更の有無 

     (3)  派遣期間中の勤務成績、態度または勤怠状況 

     (4)  業務遂行能力、または業務効率性 

     (5)  派遣業務の進捗状況 

     (6)  派遣業務量の変更の有無 

     (7)  派遣人員数の変更の有無 

     (8)  会社および派遣先へ提出することになっている書類の提出状況 

     (9)  本規則を含む会社規程の遵守状況 

     (10)  その他前各号に準じる状況の有無 
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第１０条 ［雇用契約等の変更］ 

        会社は諸般の事情により、雇い入れ時に提示した派遣先または派遣先に  

おける就業内容等（以下、「雇用契約」という）を変更することがある。 

     2、 就業場所の変更を行う場合は、派遣従業員の不利益にならないよう、第９条 

      第 1 項で取り交わした雇用契約の内容を勘案し、派遣従業員の同意を得て変

更する。 

 

第３章 服務規律 

 

第１１条 ［派遣従業員としての心構え］ 

派遣従業員は、会社の一員としての自覚と責任に徹し、業務に精励するとと

もに、会社の定める諸規則を守り、お互いに協力して明るい職場を築くよう努

めなければならない。 

 

第１２条 ［服務上の遵守事項］ 

派遣従業員は、次の事項を守り秩序の保全に努めること。 

(1)  常に健康に留意し、積極的な態度で業務に精励すること。（深酒・タバ

コ吸い過ぎ等は控えること） 

(2)  勤務中は会社および派遣先指揮命令者の指示に従い業務に精励すると

ともに、同僚とも協調して社業の発展に努めること。 

(3)  派遣先の就業に関する規定を尊重し、所定就業時刻以降は、承認または

指示を受けたときを除き速やかに退社すること。 

(4)  派遣先の立ち入り禁止区域に入らないこと。 

(5)  会社および派遣先の施設、機械器具等を大切に取り扱うこと。 

(6)  派遣先等の職場を常に整理整頓し、盗難火災の防止に努めること。 

(7)  勤務中に許可なく業務を中断しまたはみだりに職場を離れないこと。 

(8)  勤務中飲酒、飲食、放歌等をしないこと。 

(9)  業務に関し会社および派遣先を欺き、会社の信用もしくは名誉をそこ

ないまたは業務上の損害を与えるような行為をしないこと。 

(10) 業務上秘密とされた事項、および会社の不利益となる事項を他に漏ら

さないこと。 

(11) 許可なく会社および派遣先の施設、資材、製品、商品、機械器具、金銭

その他の物品を他人に貸与したり、持ち出したりしないこと。 

(12) 業務に関し不正不当に金品、接待を授受しないこと。 

(13) 会社および派遣先の所定の届け出や手続き、メール連絡等を怠らない

こと。 

(14) 会社内および派遣先で演説、集会または印刷物の配布、掲示その他これ

に類する行為は禁止します。 

(15) 私事に関する金銭取引その他証書類に会社および派遣先の名称を用い

ないこと。 
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(16) 従業員（派遣先を含む）同士の間で金銭の貸し借りを行わないこと。 

(17) 会社内および派遣先で何らかの営業活動を行わないこと。 

(18) 会社内および派遣先で宗教の布教活動を行わないこと。 

(19) 会社、派遣先およびこれに準じる場所においてセクハラ等の行為で迷

惑をかけないこと。 

(20) 会社および派遣先において、けんか、口論、その他トラブルを起こさな

いこと。 

(21) 在職中はもとより退職後においても会社、派遣先および協力関係会社

の営業秘密および個人情報等を他にもらさないこと。 

(22) 会社、派遣先および協力関係会社の者に対して、連鎖販売取引の勧誘を

行わないこと。 

(23) 暴力団などの反社会的勢力と関係を持たないこと。 

(24) 通勤及び勤務中の事故並びにトラブル等に関しては速やかに会社に報

告すること。 

 

第１３条 ［貸与物の取扱い］ 

       派遣先から貸与された入館証等の証明類および貸与された作業着等は厳格 

に管理すること。 

     2、 入館証等の証明類および貸与された作業着等を紛失した際は、速やかに 

会社および派遣先に届け出ること。また、それらに伴う再交付の費用および 

弁償費用は自己負担とする。 

3、 離職等に伴う作業着等の貸与物の返還に関しては、自己負担にてクリー 

ニング等を施し派遣先に返却すること。 

 

第１４条 ［身だしなみに関する遵守事項］ 

派遣従業員の身だしなみについては、次のことを厳守すること。 

(1)  働きやすく、他人に違和感や不快感を与えない身だしなみをすること。 

(2)  頭髪、服装は常に清潔を保つこと。 

(3)  金髪などの過度の洗髪や派手なヘアカラー等奇抜な髪型をしないこと。 

(4)  身体に入れ墨・タトｳーを入れないこと。 

(5)  ネイル、アクセサリー類を身につけないこと。 

(6)  タンクトップ、短パン、スカート、ジャージ、サンダル、ヒールのある 

靴、ブーツ等、軽装をしないこと。 

(7)  その他職場にふさわしくない身なりをしないこと。 

 

第１５条 ［情報機器等の使用］ 

就業におけるパソコン等の情報機器の使用にあたっては、次の事項を遵守

すること。 

(1)  会社および派遣先のパソコンを私的に使用しないこと。 

(2)  サーバーの記録を無断で削除しないこと。 
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(3)  業務と関係のない電子メールを会社および派遣先のパソコンで送受信

しないこと。 

(4)  外部から持ち込んだ記録媒体を会社のパソコンに挿入する時は、必ず

ウイルスチェックを行ってから挿入すること。 

(5)  個人所有のスマートフォンを業務で使用する場合は仕事関連の情報を

端末に残さないこと。 

(6)  個人所有のノートパソコンやタブレットを業務で使用しないこと。 

(7)  機密の入ったノートパソコン（会社所有のもの）を社外に持ち出さない

こと。 

(8)  ＵＳＢ、ＣＤ、などの記録媒体を社外へ持ち出さないこと。 

(9)  会社および派遣先から貸与された ID・パスワードは厳重に管理するこ

と。 

(10) 会社および派遣先の業務に関係のないウェブサイトの閲覧やプリント

アウトをしないこと。 

(11) 会社および派遣先の許可なく、ソフトウェアのダウンロード、インスト

ール、周辺機器の接続等および環境の変更を行わないこと 

(12) 会社及び派遣先は、パソコン等の情報機器の使用履歴を定期的に 

確認する。 

 

第１６条 ［電話の使用］ 

電話の使用にあたっては次の事項を遵守すること。 

(1)  会社および派遣先の電話を私的に使用しないこと。 

(2)  業務に使用しない場合、勤務中は携帯電話等の電源を切ること。また 

業務中に私的な会話をしないこと（ネット、ゲーム、LINE 等の操作も休

憩中以外は使用しないこと）。 

 

 第１７条 ［安全運転および車両管理］ 

車両の管理および運行にあたっては次の事項を遵守すること。 

(1)  社有車の使用はあらかじめ会社および派遣先の許可を得ること。なお、

私有車での通勤または業務使用は原則として禁止するが、会社の許可を

得た場合は、この限りではない。 

(2)  道路交通法を遵守して安全運転をすること。 

(3)  酒気帯び運転・飲酒運転は絶対に行わないこと。 

(4)  会社および派遣先の車両を私的に使用しないこと。 

(5)  運転中に携帯電話で通話しないこと。 

(6)  車両を定期的に清掃して、清潔にすること。 

(7)  交通事故を起こした場合は、ただちに上司に連絡すること。 

(8)  車両を破損した時は、必ず上司に報告すること。 

(9)  会社が求めた時は、自動車安全運転センターから「運転記録証明書」の 

交付を受け、会社に提出すること。（費用は会社負担する。） 
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(10) 医師等または会社から車両の運転を禁止されている場合は、車両の 

運転はしないこと。会社は従業員の運転免許証の確認を定期的に行う。 

 

第１８条 ［個人情報並びに機密情報の管理］ 

派遣従業員は個人情報保護法を遵守しなければならない。 

なお、個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の

記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。 

また、機密情報とは派遣先および協力関係会社の機密である情報をいう。 

2､  個人情報や機密情報は、業務の遂行上、必要な限度において、派遣先の 

  許可を得たもののみ使用できる。 

3､  これらの個人情報や機密情報は、勝手に複写してはならない。複写する場合 

  は派遣先の許可を得ること。 

4､  これらの個人情報や機密情報が入った文書、写真、USB、CD、DVD、これに 

      類する装置・設備その他これに関する一切の資料並びに、その複写物を社外に 

      持ち出してはならない。但し、派遣先の許可がある場合は、その限りではない。 

5､  派遣従業員はネット上の掲示板やブログ、ツイッター、フェイスブックなど 

  で個人情報や機密情報を漏えいしてはならない。 

    6、  派遣従業員は在職中、また、退職後においても個人情報や機密情報を 

      第三者に漏えいしてはならない 

 

第１９条 ［ハラスメントの禁止・苦情処理］ 

 派遣従業員は相手方の望まない性的言動等により、他の従業員も含め 

不快感を与え、就業環境を害すると判断される行動等を行ってはならない。 

    2、  派遣スタッフは、他の従業員の妊娠、出産、育児または介護に関する言動 

       びにこれらを理由とする休業または措置の利用等の妨げになるような 

       言動を行い、当該他の従業員の就業環境を害してはならない。 

    3、  派遣スタッフは、前二項の言動または類似する形態の言動により、他の 

       従業員の有する具体的職務 遂行能力の発揮を阻害し、またはそのおそれを 

       発生させてはならない。 

    4、  派遣スタッフは、当社または派遣先において、第１項及び第２項の言動 

       または類似する形態の言動により、不快感や不利益を受け、業務遂行上支障 

       が出た場合は、速やかに苦情処理担当社員、担当営業または、派遣元責任者 

       に報告するものとする。 

    5、  前項のほか、当社において派遣スタッフからの諸々の苦情の申出を受ける 

       者は、苦情処理担当社員、 担当営業、または派遣元責任者とする。 

    6、  当社は、本条における諸々の苦情申出の報告を受けた場合、遅滞なく 

 事情を聴取するなどして、 適切・迅速に対処を行うものとする。 
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第４章 勤  務 

 

第２０条 ［遅刻・早退・外出・欠勤の手続き］ 

 派遣従業員が遅刻、早退あるいは外出しようとする場合、会社及び派遣先 

指揮命令者の許可を受けなければならない。ただし、遅刻の場合で予め許可を

受けることができなかったときは、出勤時に速やかに会社及び派遣先指揮命

令者に報告しなければならない。また、欠勤時も同様とし、傷病欠勤が４日以

上に及ぶ場合は医師の診断書の提出を求めることがある。 

 

第２１条 ［休業時の賃金］ 

       雇用契約期間内に労働者派遣契約が終了したものについて、次の派遣先を

見つけられないなど、会社の責に帰すべき事由により休業させた場合には、そ

の期間は労働基準法第２６条の定めるところにより、１日につき同法第１２

条に規定する平均賃金の６０％を支給する。但し、雇用契約期間内においても 

      ３０日前の雇用契約解除予告がなされた場合においては、その限りではない。 

 

第２２条 ［出退勤等の連絡］ 

       派遣従業員は、家を出発する時、派遣先に到着して担当者と合流した時、 

      勤務終了後においての就業時間を、指定のメールアドレス宛てに電子メール

にて報告すること。 

 

第２３条 ［出退勤の記録］ 

 派遣従業員は、出退勤に際し、タイムシートまたは業務完了報告書に 

正確な勤務時間を記入、保管すること。 

 

第２４条 ［休憩］ 

       派遣従業員の休憩時間は、雇用契約書(兼)就業条件明示書により定める。 

      但し、派遣先のやむを得ない事情により、休憩時間の変動もある。 

 

第２５条 ［時間外、休日勤務］ 

       時間外労働は派遣先の打診があった場合のみ、１日５時間を限度とし、 

      無理のない範囲で行うこと。また、雇用契約外の休日勤務に関しては、 

      派遣先より打診があった時点で、会社に報告するとともに、了承を得て 

      勤務承諾すること。 

    2、  第１項の協定にかかわらず、次の派遣従業員より申し出があった場合は、 

      事業の正常な運営を妨げる場合を除き、時間外労働は１ヵ月について２４時 

      間、１年について１５０時間を超えないものとする。 

(1)  小学校就学の始期に達するまでの子を養育している派遣従業員 

(2)  要介護状態の対象家族を介護している派遣従業員 
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     3、 ３歳に満たない子を養育する派遣従業員がその子を養育するために、 

       または要介護状態の対象家族を介護している従業員がその家族を介護 

       するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、 

       会社は所定労働時間を超えて労働させない。 

  但し、法令による適用除外者(※)については第２項、第３項を適用しない。 

（※）第２項の適用除外者は「入社１年未満の者」「日雇いの者」「所定労働 

  日数が週２日以下の者」を指す。第３項の適用除外者は「日雇いの者」 

  「労使協定により除外された、入社１年未満の者」「労使協定により除外 

  された所定労働日数が週２日以下の者」を指す。 

 

第２６条 ［時間外および休日勤務の適用除外］ 

 前条の規定に関わらず、次の派遣従業員は時間外、休日勤務をさせない。 

(1)  年少者（満１８歳に満たない者） 

(2)  妊産婦（妊娠中、または産後１年を経過しない女性）のうち適用除外の

申し出をした者 

 

第２７条 ［深夜勤務の適用除外］ 

第２６条の規定にかかわらず、次の派遣従業員には深夜勤務をさせない。 

(1)  年少者（満１８歳に満たない者）ただし、労働基準法第６１条に定める

特例に該当する場合は、適用しない。 

(2)  妊産婦（妊娠中、または産後１年を経過しない女性）のうち適用除外の

申し出をした者 

(3)  育児・介護をおこなう男女派遣従業員のうち適用除外の申し出をした

者対象となる派遣従業員の範囲、適用除外の期間、手続きなどは、育児・

介護休業規程の定める通りとする。 

 

第２８条 ［振替休日］ 

 休日勤務に服する派遣従業員は会社と本人および派遣先と協議のうえ振替

休日を与えることができる。この場合、３日前までに振替日とその対象者を指

定して通知します。また、振替休日を与えられた場合は前項の勤務は休日勤務

とはみなさない。 

  

第２９条 ［休日］ 

       休日は派遣先の事情を勘案して雇用契約において定めた日とする。 

 

第３０条 ［欠勤、遅刻、早退］ 

 派遣従業員が、病気その他やむを得ない事由によって、欠勤、遅刻、早退 

する場合は、原則として前日の１５時迄に申し出ること。 

2､  欠勤の連絡は原則的に派遣先並びに会社に都度行うこと。やむを得ない 

  場合はメールでの報告も可とする。 
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第３１条 ［派遣先事業所への立ち入り制限］ 

次の各号のいずれかに該当する場合は、派遣先事業所への立ち入りを禁止 

      あるいは退所させることがある。また、その際の賃金に関しては実労働分のみ 

      の支払とする。 

(1)  風紀を乱し、または衛生上有害と認められる場合 

(2)  職場に凶器その他危険と思われる物を持ち込み、または持ち込もうと

する場合 

(3)  その他業務を妨害しもしくは職場の秩序を乱しまたはその恐れのある

場合 

(4)  酒気を帯びて出勤した場合 

(5)  その他、前各号に準ずると認められる場合 

 

第３２条 ［年次有給休暇］ 

各年次毎に所定労働日数の８割以上を勤務した者には、それぞれの入社日

の応当日における勤続年数に応じた年次有給休暇を与える。 

2､ 入社日が属する月の賃金計算期間の初日をもって入社したものとみなし、

次の日数を付与する。 

＜勤続年数＞ ＜付与日数＞ 

６ヵ月 １０日 

１年６ヵ月 １１日 

２年６ヵ月 １２日 

３年６ヵ月 １４日 

４年６ヵ月 １６日 

５年６ヵ月 １８日 

６年６ヵ月以上 ２０日 

3､ 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が３０時間未満の者であって、 

所定労働日数が週４日以下、または、年間の所定労働日数が２１６日以下の者

については、次に掲げる表の通りの日数の年次有給休暇を付与する。 

週 

所定 

労働 

日数 

１年間の 

所定労働 

日数 

勤続年数に応ずる休暇日数 

 

6 ｶ月 

１年 

6 ｶ月 

２年 6

ｶ月 

３年 6

ｶ月 

４年 6

ｶ月 

５年 6

ｶ月 

6年 6 ｶ月 

以上 

４日 169～216日 ７ ８ ９ 10 12 13 15 

３日 121～168日 ５ ６ ６ ８ ９ 10 11 

２日  73～120日 ３ ４ ４ ５ ６ ６ ７ 

１日  48～ 72日 １ ２ ２ ２ ３ 

4、  年次有給休暇の賃金は所定労働時間に対する過去３ケ月の平均賃金を 

支払うものとし、年次有給休暇の残余は１年限りの繰越を認める。 
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5、 出勤率の計算において、次の場合は出勤したものとみなす。 

(1)  業務上の傷病による休業期間 

(2)  年次有給休暇を取得した期間 

(3)  産前産後休暇期間 

(4)  育児休業期間 

(5)  介護休業期間 

なお、使用者の責による休業期間および裁判員制度または公の職務の執行

による休業期間は全労働日数から除外する。 

 

第３３条 ［年次有給休暇の請求手続］ 

年次有給休暇を受けようとする者は、原則として１週間前に申し出ること。 

2、 病気その他やむを得ない事情により欠勤する場合で、当日の始業前に 

本人または家族からの申し出があった場合は、当該欠勤日数を年次有給 

休暇に振り替えることができる。病気の場合は、医療機関で受取った領収 

書の複写を会社に提出すること。 

3、  前項の手続きまたは連絡、届け出を怠った場合は無断欠勤とする。 

ただし、出勤当日の届け出がなかった場合においても届け出を怠る意図が

全くなかったと会社が認めた場合は、詮議のうえ無断欠勤の取り扱いをし

ないことがある。 

4、  第１項の請求の日に休暇を与えることが、派遣先業務に著しく支障をきた

す場合は、時季を変更させることができる。 

 

第３４条 ［産前産後の休暇］ 

出産予定の女性派遣従業員が、出産予定日を証明する書類を付して休暇を

請求した場合、会社は、産前６週間（多胎妊娠の場合は１４週間）の休暇を与

える。出産予定日は産前６週間の中に含めて計算する。なお、出産が予定日よ

り遅れた場合は出産日まで産前休暇を延長することができる。 

2､ 出産した女性派遣従業員には、産後８週間の休暇を与えることとし、その 

期間中は就労してはならない。 

ただし産後６週間を経過した女性派遣従業員が請求した場合で、かつ医師

が就労することに支障がないと認めた業務については、会社は就労を認め

ることができる。 

3、  産前産後の休暇を受けようとする女性派遣従業員は、事前または事後に 

速やかに届け出なければならない。 

4、  産前産後の休暇を取得した場合の賃金は支給しない。 

 

第３５条 ［生理休暇］ 

生理日の就業が著しく困難な女性の派遣従業員が休暇を請求した場合、会

社は必要な日数の休暇を与える。 
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2、  生理休暇を受けようとする派遣従業員は事前または事後に速やかに届け

出ること。 

3、  生理休暇を取得した場合の賃金は支給しない。 

 

第３６条 ［その他の休暇等］ 

次に掲げる措置については、正規従業員の就業規則を準用する。 

(1)  育児休業 

(2)  育児時間 

(3)  子の看護休暇 

(4)  介護休業 

(5)  介護休暇 

2、 特別休暇については法令に定めがある場合を除き適用しない。 

 

第５章 賃  金 

 

第３７条 ［賃金決定］ 

派遣従業員の賃金は、労使協定書若しくは派遣先の均等均衡待遇に準ずる。 

 

第３８条 ［賃金体系］ 

派遣従業員の賃金体系は、次の通りです。 

割増賃金の 

算定基礎 

基本給  (所定内賃金) ◎ 

 

賃 金  時間外勤務手当 (所定外賃金) × 

休日勤務手当 (所定外賃金) × 

深夜勤務手当 (所定外賃金) × 

手 当  

 

通勤手当 (所定内賃金) × 

 

第３９条 ［時間外勤務手当］ 

時間外勤務手当は以下の計算式により支給する。 

＜法定内時間外労働＝１日８時間かつ週法定労働時間までの部分＞ 

時間あたり賃金×時間外労働の時間数×１．２５ 

＜法定外時間外労働＝１日８時間または週法定４０時間を超える部分＞ 

時間あたり賃金×週法定４０時間を超える時間数×１．２５ 

2、 前項にかかわらず、労働基準法に基づく「時間外労働の限度基準」を超える

時間については正規従業員賃金規程を準用する。 
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第４０条 ［深夜勤務手当］ 

       深夜勤務手当は、午後１０時から午前５時までの間に勤務した場合に支給

します。 

     2、 深夜勤務手当の額は、その勤務１時間につき、勤務１時間当たりの算定基

礎額に１００分の２５を乗じて得た額とします。 

     3、 時間外勤務が深夜におよんだ場合は、時間外勤務手当の額に前項の深夜勤

務手当の額を加算することとします。 

     4、 休日勤務が深夜におよんだ場合は、休日勤務手当の額に第２項の深夜勤務

手当の額を加算することとします。 

 

第４１条 ［休日勤務手当］ 

休日勤務手当は以下の計算式により支給します。 

＜週１日の法定休日に勤務をした場合＞ 

時間あたり賃金×休日労働の時間数×１．３５ 

（その労働時間が２２時から５時までの深夜となった場合は１．６０） 

なお、法定外休日に週法定労働時間内で勤務した場合は、休日勤務手当の対象

とはせず、通常の賃金を支払う。 

第４２条 [通勤手当] 

       通勤に要する交通費は、会社が認めた合理的な経路により実費で支給する。 

     2、前項の通勤手当の上限は、月額 12,480円とする。なお、日払いの場合の通勤

手当上限額は１日 576円とする。 

 

第４３条 ［退職金］ 

派遣従業員の退職金は、別に定める派遣従業員退職金規程による。 

 

第４４条 ［賃金の計算期間および支給日］ 

賃金は当月１日から、当月末日までを１計算期間とし、翌月１５日に支給す

る。支給日が休日にあたる時は、その前日に繰り上げて支給する。 

2、 臨時支払いを希望する者には、勤務翌日に支払うことがある（ただし 

土日祝日は除く）。なお、その場合の振込手数料は本人負担とする。 

 

第６章 定年、退職および解雇 

 

第４５条 ［定年］ 

従業員の定年は満６５歳の誕生日の属する賃金計算期間の末日とする。 

 

第４６条 ［退職手続］ 

派遣従業員は退職を希望する場合、２週間以上前に会社に伝え、充分な引継

ぎを行ってから退職すること。 

2､ 社会保険加入の派遣従業員は退職または解雇の事由を問わず、退職または 
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解雇の７日前までに「退職確認書」を会社に提出しなければならない。 

3、 会社は退職した派遣従業員が請求した場合には退職証明書を交付する。 

なお、退職証明書には対象派遣従業員が請求しない事項は記入しない。 

 

第４７条 ［退職基準］ 

派遣従業員が次の各号の一に該当した場合は、該当日の当日をもって自然

退職とし、該当日の翌日から、派遣従業員の身分を喪失する。 

(1)  退職を願い出て受理された場合 

(2)  行方不明となり２週間が経過した場合 

(3)  死亡した場合 

(4)  定年に達した場合（継続雇用者を除く） 

(5)  期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了した場合 

 

第４８条 ［解雇］ 

次に該当する場合は、（5）のうち労働基準監督署の認定を受けた場合を除き

３０日以前に予告するか、予告日数が３０日に満たない場合は平均賃金に不

足する日数を乗じた額の解雇予告手当を支払い、雇用契約期間中であっても

解雇する場合がある。 

(1)  精神または身体の障害により職務に耐えられないと認めた場合 

(2)  勤務状態が悪く、業務上の指示命令に従わない場合 

(3)  懲戒解雇事由に該当した場合 

(4)  事業の縮小その他やむを得ない業務の都合による場合 

(5)  天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が困難になった 

場合 

(6)  その他、前各号に準ずると認められる場合 

2､ 会社は対象派遣従業員が解雇予告日から退職日までの間に請求した場合に 

は解雇理由証明書を交付する。なお、解雇理由証明書には対象派遣従業員が 

請求しない事項は記入しない。 

 

第４９条 ［解雇制限］ 

派遣従業員が業務上の負傷または疾病により欠勤する期間、ならびに産前

産後の休暇により欠勤する期間、およびその後３０日間は解雇しない。 

2、 前項にかかわらず、次の場合はこの限りではない。 

(1)  療養開始後３年を経過して、労働者災害補償給付の傷病補償年金の支

給を受ける場合、または、会社より打切補償を受ける場合 

(2)  天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となった

場合で行政官庁の認定を受けた場合 

3、本条第１項のほか、次の各号の場合にも解雇はしない。 

 労働者派遣契約の終了のみを理由として、無期雇用の派遣従業員を解雇は 

しない。 
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(2) 労働者派遣契約の終了のみを理由として、雇用契約期間中の有期雇用派

遣従業員を解雇はしない。 

 

第５０条 ［貸付金品等の返還、返納］ 

派遣従業員が、退職または解雇された場合は、健康保険証、その他会社から

貸与された金品、派遣先から貸与された入館証等の証明類および貸与された

作業着等を直ちに返納すること。 

2､ 前項のほか、社宅あるいは会社の寮に居住する者は、会社の指定する期日 

迄に清掃の上、転居すること。 

3､ 従業員が離職し本人または遺族等から請求があった場合は、従業員として 

の身分を喪失した翌日から７日以内に、その者の権利に属する金品はこれを 

支払うことができる。ただし、金品に関して係争のある場合は異議のない部分 

を支払う。また、権利者の順位は法令の定めるところによる。 

 

第５１条 ［守秘義務等に関する退職確認書の提出］ 

派遣従業員は、在職中はもとより退職後においても、会社から許可を得た場

合を除き、営業秘密および会社の有する個人情報を第三者に漏えいしてはな

らない。また、その行動に関しては個人情報保護法を遵守すること。 

 

第７章 安全衛生 

 

第５２条 ［災害防止］ 

派遣従業員は、安全衛生に関する諸法令、会社の諸規則および指示を守り、

災害および健康障害の防止に進んで努力すること。 

 

第５３条 ［安全基準］ 

派遣従業員は、災害防止のため、次の事項を守らなければならない。 

(1)  通路、非常口、消火設備のある箇所には物品を置かないこと。 

(2)  許可なく火を使用しないとともにガス、電気の取り扱いには充分留意

すること。 

(3)  非常災害が起こりまたは起こる恐れのある場合は、ただちに臨機の処

置を講ずるとともに、速やかに関係者に連絡すること。 

(4)  安全装置、消火設備、衛生設備その他危害防止のための諸施設を許可な

く除去、変更またはその効力を失わせるような行為をしないこと。 

(5)  定められた場所以外で喫煙しないこと。 

(6)  前各号のほか安全に関する諸規則を守ること。 

       

第５４条 ［健康診断］ 

健康診断の対象となる派遣従業員（週所定労働時間が正規従業員と比べて
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４分の３以上の者）は、毎年会社が行う定期健康診断を受けなければならない。

健康診断に要する費用は会社の負担とする。ただし、健康診断のために職場を

離れた時間に対しての賃金は発生しない。 

2、 深夜業従事者に対しては６ヵ月毎に健康診断を行うこと。 

3、 前項のほか、業務上健康管理の必要があると判断した場合は、派遣従業員 

 の全部または一部に対して、臨時に健康診断、あるいは予防接種等を行うこと 

がある。また、その場合は、会社が選任した医師の診断を受けることとする。 

4、 派遣従業員は正当な理由がなく、健康診断や予防接種を拒否できない。 

5、 健康診断の結果で「要精密検査」となった者は、精密検査を受診すること。 

6、 但し、前項の費用は自己負担とする。 

7、 精密検査の結果は、必ず会社に報告すること。 

8、 会社は労働安全衛生法により健康診断結果を把握する義務があり、その健康

診断結果の写しを会社が保管すること 

9、 健康診断の結果に関しては安全配慮義務を果たすために使用すること。 

また、それらの個人情報に関しては他の目的に使用しないこと。 

 

第８章 災害補償および社会保険 

 

第５５条 ［災害補償］ 

派遣従業員が、業務上の事由もしくは通勤途上負傷し、罹病しまたは死亡し

た場合は、労働者災害補償保険法の定めるところにより補償給付を受けるも

のとする。 

2､ 労働者災害補償保険および自賠責保険によって補償された場合、同一の 

事由について、会社は民法による損害賠償は行わない。 

3、  負傷または疾病の原因が故意や本人の重大な過失によって生じた場合は、 

労働者災害補償保険による補償給付が行われないことがある。この場合 

会社も補償給付の責任を負わない。 

4、  会社は、派遣従業員に対して民事上の損害賠償の支払が生じた場合、当該 

事故を理由にすでに会社からの見舞い金、任意保険等からの給付があれば、 

その額を損害賠償額から控除する。 

 

第５６条 ［業務上の事由の認定］ 

業務上の事由の認定は、災害発生時の実情を精査し、その都度決定する。 

 

第５７条 ［業務外の傷病］ 

派遣従業員が業務外の傷病にかかった場合は、健康保険法により、扶助を受

けるものとする。ただし、被保険者でない者は除く。 
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第９章 懲  戒 

 

第５８条 ［懲戒の種類］ 

懲戒は次の７種とし、その一または二以上をあわせて行う。 

(1) けん責 

始末書をとり、将来を戒める。 

(2) 減給 

始末書をとり、その金額が１回について平均賃金の１日分の半額、総額が

一賃金計算期間における賃金総額の１０分の１の範囲内で減給する。 

(3) 出勤停止 

始末書をとり、14日以内出勤を停止し、その期間中の賃金は支給する。 

(4) 降給 

始末書をとり、現在の賃金を減額する。 

(5) 解職 

始末書をとり、その役職を解任する。 

(6) 諭旨退職 

退職願の提出を勧告する。 

(7) 懲戒解雇 

予告期間を設けないで即時解雇し、行政官庁の認定を得た場合は解雇予

告手当を支給しない。 

 

第５９条 ［懲戒事由］ 

派遣従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、情状により、けん責、

減給、出勤停止、昇給停止、解職または諭旨退職とします。ただし、違反行為

が軽微であるか、情状酌量の余地があるかまたは、改悛の情が明らかである場

合は、懲戒を免除し訓戒にとどめることがある。 

(1) 会社および派遣先の定める諸規則に従わない場合 

(2) 派遣先の職場にふさわしくない服装・化粧・髪型をしていて、会社のイメ

ージを損なう場合 

(3) 身体に入れ墨・タトｳーを入れ、会社のイメージを損なう場合 

(4) 清潔で感じの良い身なりをしていない場合 

(5) 登録シート、職務経歴書への記載に偽りがあった場合 

(6) 遅刻、早退または私用外出を無断で行った場合 

(7) 無断欠勤した場合 

(8) 業務に非協力的で協調性を欠く場合 

(9) 自らの権利ばかりを主張して、まともに義務を果たしていない場合  

(10)会社の業務命令に反して就業を拒んだ場合 

(11)会社が命じた配置転換を拒んだ場合 
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(12)派遣先の指示なく、勝手に時間外労働を行った場合 

(13)勤務成績が不良な場合 

(14)就業時間中許可なく自己の職場を離脱した場合 

(15)勤務に関係する手続きその他の届け出を怠りまたは偽った場合 

(16)通勤手段および経路に関する届け出を怠りまたは偽った場合 

(17)故意または過失により業務上の失態があった場合 

(18)許可なく派遣先で演説、集会、示威、貼紙、印刷物の配布その他これに 

類する行為があった場合 

(19)会社および派遣先の秩序、風紀を著しく乱す行為があった場合 

(20)会社内および派遣先で宗教の布教活動を行った場合 

(21)会社の許可なく、社内および派遣先で何らかの営業活動を行った場合 

(22)職務を利用して内職した場合 

(23)賭博を行った場合 

(24)本規則に定める服務規律や安全衛生の各項に違反した場合 

(25)過失により、会社および派遣先の施設、機械器具、その他の物品を破損、

滅失した場合もしくは災害事故を発生させた場合 

(26)故意または重大な過失により、会社の車両を破損した場合 

(27)会社の名誉を汚し、信用を傷つけた場合 

(28)サラ金等の金融業者からお金を借りて、会社または派遣先にまで督促の

電話が来るようになった場合 

(29)社内または派遣先で金銭の貸し借りを行った場合 

(30)業務に関連して私利を図り、または不当に金品その他を授受した場合 

(31)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント行為、セクハラ行為、およ

び公序良俗に反する行為があった場合 

(32)会社が指示する健康診断を受診しなかった場合（「要検査」となり再度受

診したときの診断書を会社に提出しなかった場合も同様となります） 

(33)業務完了報告書、タイムシートに偽りの記載をした場合 

(34)退職に際し、充分な引継を完了せず業務に支障をきたした場合 

(35)会社が業務上の必要から、会社の指定する医師の受診を命じたにもかか

わらず、会社指定医師による受診を拒否した場合 

(36)退職に際し他の従業員を引き抜いた場合、または引き抜こうとした場合 

(37)業務上、横領を行った場合 

(38)その他、前各号に準ずる不都合な行為があった場合 

 

第６０条 ［懲戒解雇事由］ 

派遣従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒解雇とします。た

だし、情状により軽減することがあります。 

(1) 重要な経歴を偽り、または詐欺的な方法を用いて雇用された場合   

(2) 登録シート、職務経歴書の記載に重大な偽りがあった場合 

(3) 無断欠勤が連続して１４日以上に及んだ場合 
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(4) 与えられた業務に非協力的で協調性に欠け、指導するも派遣従業員とし

て全く不適切な場合 

(5) 再三に亘り、会社の業務命令に反して就業を拒んだ場合 

(6) 正当な理由がなく、会社が命じた配置転換を拒んだ場合 

(7) 故意に業務を妨害したり、会社の秩序、風紀を著しく乱す行為があり、指

導するも是正しなかった場合 

(8) 派遣先またはこれに準ずる場所で、脅迫、傷害その他これに類する行為が

あった場合 

(9) 社内外を問わず、他人の金銭物品を窃盗した場合 

(10) 業務上、重大な横領を行った場合 

(11) 故意または重大な過失により、会社または派遣先の施設、機械器具、車両、

その他の物品を破損、滅失した場合、もしくは重大な災害事故を発生させ

た場合 

(12) 会社の名誉を汚し、信用を著しく傷つけた場合 

(13) 刑事事件に関与した場合 

(14) サラ金等の金融業者からお金を借りて、会社または派遣先にまで再三督

促があり、そのために業務の運営に支障が生じた場合 

(15) 業務に関連して明らかに私利私欲を図り、または不当に金品その他を授

受した場合 

(16) 悪質な妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント行為、悪質なセクハ

ラ行為、および著しく公序良俗に反する行為があった場合 

(17) 重大なる過失により、会社または派遣先に多大の損失を与え、かつ上司ま

たは派遣先への報告等の後処理も著しく不適切な場合 

(18) 故意または過失により業務上重大な失態があった場合 

(19) 反社会的勢力と関係を持っていることが発覚した場合 

(20) 服務規律ならびに安全基準の定めに違反する極めて悪質な行為があった

場合 

(21) 再三に亘り、会社または派遣先の諸規則に反し、指導するも改悛の兆しが

見受けられないと判断される場合 

(22) 懲戒違反行為のうち、その複数に該当する等、特に重責違反であると認め

られる場合 

(23) 懲戒に処せられたにもかかわらず、懲戒に服する意思が認められない場

合 

(24) その他、前各号に準ずる不都合な行為があった場合 

 

第６１条 ［損害賠償］ 

派遣従業員が、故意または重大な過失により会社に損害をかけた場合は、損

害の一部または全部を賠償させることがある。 

ただし、これによって懲戒を免れうるものではない。 
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第１０章 その他 

 

第６２条  [教育訓練など] 

       会社は派遣従業員に対し、キャリアコンサルティングの相談窓口を用意し、

希望する派遣従業員にキャリアコンサルティングを実施する。 

     2、 会社は、労働者派遣法に定められた教育訓練を有給かつ無償で実施する。 

     3、 内容に関しては、ホームページ並びに社内掲示にて開示する。 

 

第６３条 ［附則］ 

本規則は、令和 ２ 年 ４ 月１ 日から施行します。 


